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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を
改正する政令の施行について（通知）

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平
成１８年政令第３１５号）が、平成１８年９月２６日に公布施行されました。

貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、条例の改正等を速やかに行う等、
今回の政令改正の趣旨に沿って適切に運用されるとともに、各都道府県知事におか
れましては、貴都道府県内の市町村、関係一部事務組合及び広域連合並びに水害予
防組合に対してもこの旨周知願います。

記

１ 改正の趣旨
地方公務員災害補償制度との均衡を考慮した機動的な対応を可能とするため、

障害等級ごとの障害について、総務省令で定めることとする等の措置を講ずるこ
と。

２ 改正の内容
(1) 非常勤消防団員等の傷病補償年金に係る傷病等級ごとの障害について、総務

省令で定めることとしたこと。 （第５条の２関係）
(2) 非常勤消防団員等の障害補償に係る障害等級ごとの障害について、総務省令

で定めることとしたこと。（第６条関係）
(3) 非常勤消防団員等の介護補償に係る障害について、総務省令で定めることと

したこと。（第６条の２関係）
(4) その他地方公務員災害補償制度との均衡を考慮した規定の整備を行うことと

したこと。

３ 適用関係
(1) 施行期日等

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員
等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、平成１８年４月１日から適用



することとしたこと。（改正政令附則第１条関係）
(2) 経過措置

その他この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとしたこと。（改
正政令附則第２条関係）
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政
令
第
三
百
十
五
号

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
水
防
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
療
養
補
償
は
、
」
を
削
り
、
「
場
合
に
お
い
て
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
し
て
」
を
「
場
合
に
お
い
て

は
、
療
養
補
償
と
し
て
」
に
、
「
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
支
給
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
休
業
補
償
は
、
」
を
削
り
、
「
で
き
な
い
と
き
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
し
て
」
を
「
で
き
な
い
と
き

は
、
休
業
補
償
と
し
て
」
に
改
め
、
「
、
一
日
」
を
削
り
、
「
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
支
給
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
又
は
同
日
後
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
状

態
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
傷
病
補
償
年
金
を
支
給
す
る
。

一

当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
こ
と
。

二

当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
級
か
ら
第
三
級
ま
で
の
各
障
害
等
級
に

相
当
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
第
一
級
、
第
二
級
又
は
第
三
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
二
第
三
項
中
「
別
表
第
二
中
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

傷
病
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
傷
病
等
級
（
前
項
第
二
号
の

傷
病
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
補
償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る

倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
一
級

三
百
十
三
倍
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二

第
二
級

二
百
七
十
七
倍

三

第
三
級

二
百
四
十
五
倍

第
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
た
と
き
に
次
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
存
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
障
害
補
償
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
第
一
級
か
ら
第
七
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
と
き

に
は
、
当
該
障
害
が
存
す
る
期
間
、
障
害
補
償
年
金
を
毎
年
支
給
し
、
同
項
に
規
定
す
る
第
八
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
と
き
に
は
、
障
害
補
償
一
時
金
を
支
給
す
る
。

第
六
条
第
七
項
中
「
別
表
第
三
中
の
」
を
削
り
、
「
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条

第
六
項
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

「
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改

め
、
同
項
各
号
中
「
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
三
に
定
め
る

」
を
「
障
害
等
級
に
該
当
す
る
」
に
、
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
、
「
応
ず
る
等
級
」
を
「
応
ず
る
障
害
等
級
」
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に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

障
害
等
級
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
重
度
の
も
の
か
ら
順
に
、
第
一
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
に
区
分
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

３

障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
一
年
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
等
級
（
前
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
応
じ
、
補
償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
一
級

三
百
十
三
倍

二

第
二
級

二
百
七
十
七
倍

三

第
三
級

二
百
四
十
五
倍

四

第
四
級

二
百
十
三
倍

五

第
五
級

百
八
十
四
倍

六

第
六
級

百
五
十
六
倍

七

第
七
級

百
三
十
一
倍

４

障
害
補
償
一
時
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
補
償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
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て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
八
級

五
百
三
倍

二

第
九
級

三
百
九
十
一
倍

三

第
十
級

三
百
二
倍

四

第
十
一
級

二
百
二
十
三
倍

五

第
十
二
級

百
五
十
六
倍

六

第
十
三
級

百
一
倍

七

第
十
四
級

五
十
六
倍

第
六
条
の
二
第
一
項
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
、
当
該
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害

補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と
な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護

を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当
該
介
護

を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
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支
給
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
中
「
遺
族
補
償
は
、
」
を
削
り
、
「
場
合
に
お
い
て
」
を
「
場
合
に
お
い
て
は
、
遺
族
補
償
と
し
て
」
に
、
「
支
給

し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
支
給
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
」
を
「
総
務
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
（
次
条
、
第
八
条
の

三
及
び
第
九
条
の
三
に
お
い
て
「
特
定
障
害
状
態
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
」
を
「
特
定
障
害
状
態
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
」

を
「
特
定
障
害
状
態
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
」
を
「
特
定
障
害
状

態
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
第
八
条
第
一
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
」
を
「
特
定
障
害
状
態
」

に
改
め
る
。
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第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
一
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
」
を
「
特
定
障
害
状
態
」
に
改
め

る
。第

十
一
条
中
「
葬
祭
補
償
は
、
」
を
削
り
、
「
場
合
に
お
い
て
」
を
「
場
合
に
お
い
て
は
」
に
、
「
対
し
て
、
」
を
「
対
し

て
、
葬
祭
補
償
と
し
て
」
に
、
「
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
支
給
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
中
「
防
禦
」
を
「
防
御
」
に
、
「
第
五
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
二
項
、
第

ぎ
ょ

六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「
別
表
第
二
に
定
め
る
」
を
削
り
、
「
同
表
に
定
め
る
第
二
級
の
傷
病
等
級
」
を

「
第
二
級
の
傷
病
等
級
」
に
、
「
別
表
第
三
に
定
め
る
第
一
級
の
等
級
」
を
「
第
一
級
の
障
害
等
級
」
に
、
「
同
表
に
定
め
る

第
二
級
の
等
級
」
を
「
第
二
級
の
障
害
等
級
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
障
害
の
等
級
に
」
を
「
障
害
等
級
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害

等
級
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
六
条
第
六
項
」
を
「
、
第
六
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
障
害
の
等
級

」
及
び
「
障
害
の
程
度
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
、
「
第
六
条
第

六
項
」
を
「
第
六
条
第
八
項
」
に
、
「
別
表
第
三
に
定
め
る
」
を
「
加
重
後
の
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
の
三
第
四
項
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
、
「
第
六
条
第
六
項
」
を
「
第
六
条
第
八
項
」
に
改
め
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る
。別

表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金

、
障
害
補
償
、
介
護
補
償
及
び
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
機
動
的
な
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
、
障
害
等
級
ご
と
の
障
害
に
つ
い

て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



○

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
補
償
基
礎
額
）

（
補
償
基
礎
額
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

２

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、

一

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
あ

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又

つ
て
は
、
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又

は
診
断
に
よ
つ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若

は
診
断
に
よ
つ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若

し
く
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
当
該
非

し
く
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
当
該
非

常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
属
し
て
い
た
階
級
及
び
当
該

常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
属
し
て
い
た
階
級
及
び
当
該

階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ
て
別
表

に
定
め

階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ
て
別
表
第
一
に
定
め

る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
。

二

(

略)

二

(

略)

３
・
４

(

略)

３
・
４

(

略)

（
療
養
補
償
）

（
療
養
補
償
）

第
三
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

第
三
条

療
養
補
償
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
療
養
補
償
と
し
て

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員

、
必
要
な
療
養
を
行
い
、
又
は
必
要
な
療
養
の
費
用
を
支
給

等
に
対
し
て
、
必
要
な
療
養
を
行
い
、
又
は
必
要
な
療
養
の
費
用
を
支
給

す
る

。

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
休
業
補
償
）

（
休
業
補
償
）

第
五
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

第
五
条

休
業
補
償
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負



傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
勤
務
そ
の
他
の
業
務
に
従
事

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
勤
務
そ
の
他
の
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
給
与
そ
の
他
の
業
務
上
の
収
入

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
給
与
そ
の
他
の
業
務
上
の
収
入

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
休
業
補
償
と
し
て

、

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
し
て
、

そ
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

に
つ
き
、
補
償
基
礎
額

そ
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
、
一
日
に
つ
き
、
補
償
基
礎
額

の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
す
る

。
た
だ

の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
場
合(

総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。)

に
は
、
そ

し
、
次
に
掲
げ
る
場
合(

総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。)

に
は
、
そ

の
拘
禁
さ
れ
、
又
は
収
容
さ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
休
業
補
償
は

の
拘
禁
さ
れ
、
又
は
収
容
さ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
休
業
補
償
は

、
行
わ
な
い
。

、
行
わ
な
い
。

一

刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て

一

刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て

い
る
場
合

い
る
場
合

二

少
年
院
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合

二

少
年
院
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合

（
傷
病
補
償
年
金
）

（
傷
病
補
償
年
金
）

第
五
条
の
二

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に

第
五
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、

従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負
傷
し
、
又

又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に

は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六

よ
り
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療

箇
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

養
の
開
始
後
一
年
六
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

又
は
同
日
後
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

も
該
当
す
る
場
合
又
は
同
日
後
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と

は
、
そ
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
傷
病
補
償
年
金
を
支
給
す
る
。

と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
し
て
、
そ
の

状
態
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
別
表
第
二
に
定
め
る
傷
病
等
級
に
応
じ
、

一
年
に
つ
き
補
償
基
礎
額
に
同
表
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
こ
と
。

一

当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
こ
と
。

二

当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
、
次
条
第
二
項
に
規
定

二

当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
、
別
表
第
二
に
定
め
る

す
る
第
一
級
か
ら
第
三
級
ま
で
の
各
障
害
等
級
に
相
当
す
る
も
の
と
し

第
一
級
、
第
二
級
又
は
第
三
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
。

て
総
務
省
令
で
定
め
る
第
一
級
、
第
二
級
又
は
第
三
級
の
傷
病
等
級
に

該
当
す
る
こ
と
。

２

傷
病
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
傷
病
等
級
（
前
項
第
二
号
の
傷
病
等
級
を
い
う
。
以



下
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
補
償
基
礎

額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
一
級

三
百
十
三
倍

二

第
二
級

二
百
七
十
七
倍

三

第
三
級

二
百
四
十
五
倍

３

（
略
）

２

（
略
）

４

傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
た

３

傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
た

め
、
新
た
に

他
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

め
、
新
た
に
別
表
第
二
中
の
他
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

に
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
傷
病
等
級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
年
金

に
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
傷
病
等
級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
年
金

を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
は
、
従
前
の
傷
病
補
償
年
金
は
、
支
給

を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
は
、
従
前
の
傷
病
補
償
年
金
は
、
支
給

し
な
い
。

し
な
い
。

（
障
害
補
償
）

（
障
害
補
償
）

第
六
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事

第
六
条

障
害
補
償
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負
傷
し
、
又
は
疾

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
負

病
に
か
か
り
、
治
つ
た
と
き
に
次
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
三
に
定

程
度
の
障
害
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
障
害
補
償
と
し
て
、
同
項
に

め
る
程
度
の
障
害
が
存
す
る
と
き
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
し
て

規
定
す
る
第
一
級
か
ら
第
七
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ

、
同
表
に
定
め
る
第
一
級
か
ら
第
七
級
ま
で
の
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が

る
と
き
に
は
、
当
該
障
害
が
存
す
る
期
間
、
障
害
補
償
年
金
を
毎
年
支
給

あ
る
場
合
に
は
、
障
害
補
償
年
金
と
し
て
、
当
該
障
害
が
存
す
る
期
間
、

し
、
同
項
に
規
定
す
る
第
八
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当

同
表
に
定
め
る
障
害
の
等
級
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
補
償
基
礎
額
に
同
表

す
る
障
害
が
あ
る
と
き
に
は
、
障
害
補
償
一
時
金
を
支
給
す
る
。

に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
毎
年
支
給
し
、
同
表
に
定
め
る
第

八
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
の
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、

障
害
補
償
一
時
金
と
し
て
、
同
表
に
定
め
る
障
害
の
等
級
に
応
じ
、
補
償

基
礎
額
に
同
表
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
支
給
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

２

障
害
等
級
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
重
度
の
も
の
か
ら
順
に
、

第
一
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

３

障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
一
年
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
等



級
（
前
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
、
補

償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
一
級

三
百
十
三
倍

二

第
二
級

二
百
七
十
七
倍

三

第
三
級

二
百
四
十
五
倍

四

第
四
級

二
百
十
三
倍

五

第
五
級

百
八
十
四
倍

六

第
六
級

百
五
十
六
倍

七

第
七
級

百
三
十
一
倍

４

障
害
補
償
一
時
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
等
級
に
応
じ
、

補
償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
八
級

五
百
三
倍

二

第
九
級

三
百
九
十
一
倍

三

第
十
級

三
百
二
倍

四

第
十
一
級

二
百
二
十
三
倍

五

第
十
二
級

百
五
十
六
倍

六

第
十
三
級

百
一
倍

七

第
十
四
級

五
十
六
倍

５

障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
の
障
害
等
級

２

別
表
第
三
に
定
め
る

程
度
の
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
の
障
害
の
等

は
、
重
い
障
害
に
応
ず
る
障
害
等
級
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

級
は
、
重
い
障
害
に
応
ず
る
等
級

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６

次
に
掲
げ
る
場
合
の
障
害
等
級

は
、
次
の
各
号
の
う
ち
非
常
勤
消
防

３

次
に
掲
げ
る
場
合
の
障
害
の
等
級
は
、
次
の
各
号
の
う
ち
非
常
勤
消
防

団
員
等
に
最
も
有
利
な
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

団
員
等
に
最
も
有
利
な
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
三
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項

一

第
十
三
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
の
一
級
上
位
の
障
害
等
級

の
規
定
に
よ
る
等
級

の
一
級
上
位
の
等
級

二

第
八
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

二

第
八
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
障
害
等
級
の
二
級
上
位
の
障
害
等
級

規
定
に
よ
る
等
級

の
二
級
上
位
の
等
級

三

第
五
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

三

第
五
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
障
害
等
級
の
三
級
上
位
の
障
害
等
級

規
定
に
よ
る
等
級

の
三
級
上
位
の
等
級



７

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
の
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
に
応
ず

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
の
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
に
応
ず

る
障
害
等
級
に
よ
る
障
害
補
償
の
金
額
を
合
算
し
た
金
額
を
超
え
て
は
な

る
等
級

に
よ
る
障
害
補
償
の
金
額
を
合
算
し
た
金
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
が
第
七
級
以
上
に
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
等
級

が
第
七
級
以
上
に
な

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

別
表
第
三
に
定
め
る
各
等
級
の
障
害
に
該
当
し
な
い
障
害
で
あ
つ
て
、

同
表
に
定
め
る
各
等
級
の
障
害
に
相
当
す
る
も
の
は
、
同
表
に
定
め
る
当

該
等
級
の
障
害
と
す
る
。

８

既
に
障
害
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
又
は
消
防
作
業
等
に
従

６

既
に
障
害
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
又
は
消
防
作
業
等
に
従

事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に

事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
つ
て
、
同
一
部
位
に
つ
い
て
の
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た
場
合
に
は
、

よ
つ
て
、
同
一
部
位
に
つ
い
て
の
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
者
の
加
重
後
の
障
害
等
級

に
応
ず
る
障
害
補
償
の
金
額
か
ら
、
次

そ
の
者
の
加
重
後
の
障
害
の
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
の
金
額
か
ら
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に

金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に

係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
と
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害

係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
と
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害

の
程
度
に
応
じ
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
）

の
程
度
に
応
じ
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
）

を
差
し
引
い
た
金
額
を
も
つ
て
障
害
補
償
の
金
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

を
差
し
引
い
た
金
額
を
も
つ
て
障
害
補
償
の
金
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
等
級

が
第
七
級
以
上
で
あ
る
場
合

そ

一

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
等
級
が
第
七
級
以
上
で
あ
る
場
合

そ

の
者
の
加
重
前
の
障
害
等
級

に
応
ず
る
障
害
補
償
年
金
の
額

の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
年
金
の
額

二

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
等
級

が
第
八
級
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

二

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
等
級
が
第
八
級
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

加
重
後
の
障
害
等
級

が
第
七
級
以
上
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
加
重

加
重
後
の
障
害
の
等
級
が
第
七
級
以
上
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
加
重

前
の
障
害
等
級

に
応
ず
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
を
二
十
五
で
除
し

前
の
障
害
の
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
を
二
十
五
で
除
し

て
得
た
金
額

て
得
た
金
額

三

そ
の
者
の
加
重
後
の
障
害
等
級

が
第
八
級
以
下
で
あ
る
場
合

そ

三

そ
の
者
の
加
重
後
の
障
害
の
等
級
が
第
八
級
以
下
で
あ
る
場
合

そ

の
者
の
加
重
前
の
障
害
等
級

に
応
ず
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額

の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額

９

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
た

７

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
た

め
、
新
た
に

他
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

め
、
新
た
に
別
表
第
三
中
の
他
の
等
級

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
補

に
お
い
て
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
等
級

に
応
ず
る
障
害
補

償
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
後
は
、
従
前
の
障
害
補
償
年
金
は
、
支
給
し

償
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
後
は
、
従
前
の
障
害
補
償
年
金
は
、
支
給
し



な
い
も
の
と
す
る
。

な
い
も
の
と
す
る
。

（
介
護
補
償
）

（
介
護
補
償
）

第
六
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す

第
六
条
の
二

介
護
補
償
は
、
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受
け

る
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
、
当
該
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を

る
権
利
を
有
す
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
、
当
該
傷
病
補
償
年
金
又
は
障

支
給
す
べ
き
事
由
と
な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
程
度
の

害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と
な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
別
表
第
四
の

も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常

下
欄
に
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ

時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て

り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
る
場
合

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
し
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
次
項

に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
支
給
す
る

に
定
め
る
金
額
を
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所
し
て
い

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所
し
て
い

る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

２

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

一
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は

、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
別
表
第
四
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
の
下
欄
に
定
め
る

障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を

要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費

用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き

を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ

れ
た
額
（
そ
の
額
が
十
万
四
千
五
百
九
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
万

四
千
五
百
九
十
円
）

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
補
償

を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受

け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介



護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用

と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
五
万
六
千
七
百
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

五
万
六
千
七
百
十
円

三

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
別
表
第
四
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項

の
下
欄
に
定
め
る
障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い

て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に

介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
次

号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
五
万
二
千
三
百
円
を
超
え
る
と

き
は
、
五
万
二
千
三
百
円
）

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に

要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
二
万
八
千
三
百

六
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
万
八
千
三
百
六
十
円

（
遺
族
補
償
）

（
遺
族
補
償
）

第
七
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

第
七
条

遺
族
補
償
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死

亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遺
族
補
償
と
し
て
、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員

亡
し
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
非
常
勤
消
防
団
員

等
の
遺
族
に
対
し
て
、
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
を
支
給
す

等
の
遺
族
に
対
し
て
、
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
を
支
給
し

る

。

て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
年
金
）

（
遺
族
補
償
年
金
）

第
八
条

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
、
非
常
勤
消
防

第
八
条

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
、
非
常
勤
消
防

団
員
等
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
非
常
勤
消
防
団
員

団
員
等
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
非
常
勤
消
防
団
員

等
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む

等
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
つ
て

。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
つ
て

、
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
の
当
時
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持

、
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
の
当
時
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持

し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が

し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が



、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い

、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
の
当

て
同
じ
。
）
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死
亡
の
当

時
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
た
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

時
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
た
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
三
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は

四

前
三
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は

兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
（
次
条
、

兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態

第
八
条
の
三
及
び
第
九
条
の
三
に
お
い
て
「
特
定
障
害
状
態
」
と
い
う

。
）
に
あ
る
こ
と
。

に
あ
る
こ
と
。

イ

別
表
第
三
に
定
め
る
第
七
級
以
上
の
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障

害
が
あ
る
状
態

ロ

負
傷
又
は
疾
病
が
治
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
又
は
精
神
に
、
軽

易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
以
上
の
障

害
が
あ
る
状
態

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
八
条
の
二

遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
人
数
（
遺
族

第
八
条
の
二

遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
人
数
（
遺
族

補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く

補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
人
数
を
い
う

し
て
い
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
人
数
を
い
う

。
）
の
区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

。
）
の
区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
人

補
償
基
礎
額
に
百
五
十
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
十
五
歳
以

一

一
人

補
償
基
礎
額
に
百
五
十
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
十
五
歳
以

上
の
妻
又
は
特
定
障
害
状
態

に
あ

上
の
妻
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
に
あ

る
妻
で
あ
る
場
合
に
は
、
補
償
基
礎
額
に
百
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

る
妻
で
あ
る
場
合
に
は
、
補
償
基
礎
額
に
百
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

）

）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
妻
に
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ

４

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
妻
に
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
る
他
の
遺
族
で
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

く
し
て
い
る
他
の
遺
族
で
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
妻
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
妻
が
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る

に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
月
の
翌
月
か
ら
遺
族
補
償

に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
月
の
翌
月
か
ら
遺
族
補
償



年
金
の
額
を
改
定
す
る
。

年
金
の
額
を
改
定
す
る
。

一

五
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
（
特
定
障
害
状
態

一

五
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
（
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

に
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
。

る
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
。

二

特
定
障
害
状
態

に
な
り
、
又
は

二

前
条
第
一
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
に
な
り
、
又
は

そ
の
事
情
が
な
く
な
つ
た
と
き
（
五
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
を
除
く

そ
の
事
情
が
な
く
な
つ
た
と
き
（
五
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
を
除
く

。
）
。

。
）
。

第
八
条
の
三

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
権
利
を
有
す
る
遺

第
八
条
の
三

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
権
利
を
有
す
る
遺

族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
消
滅
す
る

族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
消
滅
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
者
が
な
く
て
後
順
位
者
が
あ
る
と
き
は

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
者
が
な
く
て
後
順
位
者
が
あ
る
と
き
は

、
次
順
位
者
に
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
順
位
者
に
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

子
、
孫
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の

五

子
、
孫
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の

最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と
き
（
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死

最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と
き
（
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
死

亡
の
時
か
ら
引
き
続
き
特
定
障
害
状
態

亡
の
時
か
ら
引
き
続
き
第
八
条
第
一
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
状

に
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
。

態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
。

六

特
定
障
害
状
態

に
あ
る
夫
、
子
、

六

第
八
条
第
一
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
に
あ
る
夫
、
子
、

父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
情
が
な
く

父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
情
が
な
く

な
つ
た
と
き
（
夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
消
防
団

な
つ
た
と
き
（
夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
消
防
団

員
等
の
死
亡
の
当
時
六
十
歳
以
上
で
あ
つ
た
と
き
、
子
又
は
孫
に
つ
い

員
等
の
死
亡
の
当
時
六
十
歳
以
上
で
あ
つ
た
と
き
、
子
又
は
孫
に
つ
い

て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
と
き
、
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

に
あ
る
と
き
、
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
非
常
勤
消
防
団
員
等

最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
非
常
勤
消
防
団
員
等

の
死
亡
の
当
時
六
十
歳
以
上
で
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

の
死
亡
の
当
時
六
十
歳
以
上
で
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
九
条
の
三

遺
族
補
償
一
時
金
の
額
は
、
補
償
基
礎
額
に
、
次
の
各
号
に

第
九
条
の
三

遺
族
補
償
一
時
金
の
額
は
、
補
償
基
礎
額
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
既

と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
既

に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
非
常
勤
消
防
団
員

二

第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
非
常
勤
消
防
団
員

等
の
死
亡
の
当
時
十
八
歳
未
満
若
し
く
は
五
十
五
歳
以
上
の
三
親
等
内

等
の
死
亡
の
当
時
十
八
歳
未
満
若
し
く
は
五
十
五
歳
以
上
の
三
親
等
内

の
親
族
又
は
特
定
障
害
状
態

に

の
親
族
又
は
第
八
条
第
一
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
状
態
に

あ
る
三
親
等
内
の
親
族

七
百
倍

あ
る
三
親
等
内
の
親
族

七
百
倍

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

(

葬
祭
補
償)

(

葬
祭
補
償)

第
十
一
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消

第
十
一
条

葬
祭
補
償
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消

防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、

防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
て
、
葬
祭
補
償
と

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て

、
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
て
、

し
て
、
三
十
一
万
五
千
円
に
補
償
基
礎
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
金
額
を

、
三
十
一
万
五
千
円
に
補
償
基
礎
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
金
額
を

加
え
た
金
額
を
支
給
す
る

。

加
え
た
金
額
を
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
非
常
勤
消
防
団
員
及
び
非
常
勤
水
防
団
員
の
特

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
非
常
勤
消
防
団
員
及
び
非
常
勤
水
防
団
員
の
特

例
）

例
）

第
十
一
条
の
二

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
そ
の
生
命
又

第
十
一
条
の
二

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
そ
の
生
命
又

は
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下
に
お
い
て
、
火

は
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下
に
お
い
て
、
火

災
の
鎮
圧
又
は
暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
そ
の
他
の
異

災
の
鎮
圧
又
は
暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
そ
の
他
の
異

常
な
自
然
現
象
若
し
く
は
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
異
常
な

常
な
自
然
現
象
若
し
く
は
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
異
常
な

事
態
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害
の
防
御
に
従
事
し

事
態
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害
の
防
禦
に
従
事
し

ぎ
ょ

、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る

、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
二

第
二
項
、
第
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
の

第
一
項
、
第
六
条
第
一
項

又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
の

額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
額
に
百
分
の
五
十
（
傷
病
補
償
年
金
の
う
ち
、

額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
額
に
百
分
の
五
十
（
傷
病
補
償
年
金
の
う
ち
、
別

第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に

表
第
二
に
定
め
る
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級

に
該
当
す

あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
同
表
に
定
め
る
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す

る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、

る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、

第
一
級
の
障
害
等
級

に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ

別
表
第
三
に
定
め
る
第
一
級
の
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ



つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
障
害
等
級

に
該
当
す
る
障
害

つ
て
は
百
分
の
四
十
、
同
表
に
定
め
る
第
二
級
の
等
級
に
該
当
す
る
障
害

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し

た
額
と
し
、
第
九
条
の
三
第
一
項
の
額
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
額
に

た
額
と
し
、
第
九
条
の
三
第
一
項
の
額
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
額
に

百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
第
九
条
の
二
第
二
号
の

百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
第
九
条
の
二
第
二
号
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額

の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）

（
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）

第
一
条
の
二

当
分
の
間
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が

第
一
条
の
二

当
分
の
間
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金

及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合

及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合

計
額
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等

計
額
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
の

級
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年

等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年

金
に
つ
い
て
第
十
一
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

金
に
つ
い
て
第
十
一
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
等
級
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
等
級
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
満
た
な
い

に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
満
た
な
い

と
き
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
対
し
、
損
害
補
償
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相

と
き
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
対
し
、
損
害
補
償
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相

当
す
る
額
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

当
す
る
額
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

障
害
等
級

額

障
害
の
等
級

額

第
一
級

補
償
基
礎
額
に
一
、
三
四
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
一
級

補
償
基
礎
額
に
一
、
三
四
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
級

補
償
基
礎
額
に
一
、
一
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
級

補
償
基
礎
額
に
一
、
一
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
三
級

補
償
基
礎
額
に
一
、
〇
五
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
三
級

補
償
基
礎
額
に
一
、
〇
五
〇
を
乗
じ
て
得
た
額



第
四
級

補
償
基
礎
額
に
九
二
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
四
級

補
償
基
礎
額
に
九
二
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
五
級

補
償
基
礎
額
に
七
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
五
級

補
償
基
礎
額
に
七
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
六
級

補
償
基
礎
額
に
六
七
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
六
級

補
償
基
礎
額
に
六
七
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
七
級

補
償
基
礎
額
に
五
六
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

第
七
級

補
償
基
礎
額
に
五
六
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

２

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
第
六
条
第
八
項

２

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
第
六
条
第
六
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支

給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補

給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補

償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

金
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
等
級

が
第
七
級
以
上
で
あ
る
場
合

そ

一

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
等
級
が
第
七
級
以
上
で
あ
る
場
合

そ

の
者
の
加
重
後
の
障
害
等
級

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
の
下
欄
に

の
者
の
加
重
後
の
障
害
の
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の

掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の

災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
等

災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の

級

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗

等
級
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級

に
応
じ

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
か
ら
、
加
重
前
の
障
害
の
等
級
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
同
条
に
規
定

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
同
条
に
規
定

す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
加
重
前
の
障
害

す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
加
重
前
の
障
害

等
級

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を

の
程
度
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
差
し
引
い
た
額

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
差
し
引
い
た
額

二

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
等
級

が
第
八
級
以
下
で
あ
る
場
合

そ

二

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
等
級
が
第
八
級
以
下
で
あ
る
場
合

そ

の
者
の
加
重
後
の
障
害
等
級

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
の
下
欄
に

の
者
の
加
重
後
の
障
害
の
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
の
下
欄
に



掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の

掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の

災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
等

災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の

級

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗

等
級
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
第
六
条

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
第
六
条

第
八
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の

障
害
等
級

に
応
ず
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
（
加
重
後
の

障
害
の
等
級
に
応
ず
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
（
加
重
後
の

障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ

障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
加
重
後
の

障
害
等
級

に
応
じ
、
同
項
の
規

る
場
合
に
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
障
害
の
等
級
に
応
じ
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
金
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し

定
に
よ
る
金
額
に
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し

た
金
額
）
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

た
金
額
）
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲

４

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障

げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障

害
等
級

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補

害
の
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補

償
年
金
に
つ
い
て
第
六
条
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て

償
年
金
に
つ
い
て
第
六
条
第
六
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
加
重
前
の
障
害
等
級

に
応
じ
前
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
加

は
、
加
重
前
の
障
害
の
等
級
に
応
じ
前
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
加

重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の

重
後
の
障
害
が
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
な

で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
な

い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
）
。
以

い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
）
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
」
と
い
う

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
」
と
い
う

。
）
又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
補
償
基
礎

。
）
又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
補
償
基
礎

額
の
千
二
百
倍
、
千
倍
、
八
百
倍
、
六
百
倍
、
四
百
倍
若
し
く
は
二
百
倍

額
の
千
二
百
倍
、
千
倍
、
八
百
倍
、
六
百
倍
、
四
百
倍
若
し
く
は
二
百
倍

の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る

の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る

権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
申
出
が

権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
申
出
が

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補



償
年
金
に
係
る
障
害
等
級

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一

償
年
金
に
係
る
障
害
の
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一

時
金
の
限
度
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間

時
金
の
限
度
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間

に
係
る
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な

に
係
る
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
補
償
基
礎
額
の
千
二
百
倍
、
千
倍
、
八
百
倍
、
六
百
倍
、

い
範
囲
内
で
、
補
償
基
礎
額
の
千
二
百
倍
、
千
倍
、
八
百
倍
、
六
百
倍
、

四
百
倍
又
は
二
百
倍
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を

四
百
倍
又
は
二
百
倍
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を

受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

別
表

補
償
基
礎
額
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

補
償
基
礎
額
表
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

傷
病
補
償
表
（
第
五
条
の
二
、
第
十
一
条
の
二
関
係
）

傷
病
等
級

倍
数

障
害
の
状
態

第
一
級

三
一
三

一

両
眼
が
失
明
し
て
い
る
も
の

二

咀

嚼

及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
て
い
る

そ

し
ゃ
く

も
の

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障

害
を
有
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

第
二
級

二
七
七

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
て



い
る
も
の

二

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障

害
を
有
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

三

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

第
三
級

二
四
五

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇

六
以
下
に
な
つ
て
い
る
も
の

二

咀

嚼

又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
て
い
る

そ

し
ゃ
く

も
の

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障

害
を
有
し
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

し
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の

五

両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

六

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程

度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

別
表
第
三

障
害
補
償
表
（
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
関
係
）



等
級

倍
数

障
害

第
一
級

三
一
三

一

両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二

咀

嚼

及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

そ

し
ゃ
く

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障

害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

第
二
級

二
七
七

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇

二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た

も
の

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障

害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
三
級

二
四
五

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇

六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

咀

嚼

又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

そ

し
ゃ
く

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障



害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の

五

両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
四
級

二
一
三

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た

も
の

二

咀

嚼

及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害

そ

し
ゃ
く

を
残
す
も
の

三

両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

四

一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た

も
の

第
五
級

一
八
四

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一

以
下
に
な
つ
た
も
の

二

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障

害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務

に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

三

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四

一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の



六

一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八

両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
六
級

一
五
六

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も

の
二

咀

嚼

又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害

そ

し
ゃ
く

を
残
す
も
の

三

両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声

を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た

も
の

四

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力

が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程

度
に
な
つ
た
も
の

五

脊
柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残

せ
き

す
も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を

廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を

廃
し
た
も
の

八

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の

手
指
を
失
つ
た
も
の

第
七
級

一
三
一

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六

以
下
に
な
つ
た
も
の

二

両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と



が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

三

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力

が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話

声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ

た
も
の

四

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残

し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の

五

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
軽

易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

六

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
つ
た

も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
つ
た

も
の

七

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の

手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た

も
の

九

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動

障
害
を
残
す
も
の

一
〇

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運

動
障
害
を
残
す
も
の

一
一

両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も

の
一
二

女
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も

ぼ
う

の
一
三

両
側
の
睾
丸
を
失
つ
た
も
の



第
八
級

五
〇
三

一

一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇

・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

脊
柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た

も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た

も
の

四

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃

し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用

を
廃
し
た
も
の

五

一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮

し
た
も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を

廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を

廃
し
た
も
の

八

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

一
〇

一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

一
一

脾
臓
又
は
一
側
の
腎
臓
を
失
つ
た
も
の

第
九
級

三
九
一

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も

の
二

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た

も
の

三

両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変

さ
く

状
を
残
す
も
の

四

両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も

の



五

鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害

を
残
す
も
の

六

咀

嚼

及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す

そ

し
ゃ
く

も
の

七

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離

で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
程
度
に
な
つ
た
も
の

八

一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声

を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、

他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で

は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
程
度
に
な
つ
た
も
の

九

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

一
〇

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を

残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当

な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

一
一

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、

服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度

に
制
限
さ
れ
る
も
の

一
二

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手

指
を
失
つ
た
も
の

一
三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を

廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の

用
を
廃
し
た
も
の

一
四

一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の

足
指
を
失
つ
た
も
の

一
五

一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も

の



一
六

生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
一
〇
級

三
〇
二

一

一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も

の
二

正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三

咀

嚼

又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す

そ

し
ゃ
く

も
の

四

十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た

て
つ

も
の

五

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離

で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

六

一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声

を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た

も
の

七

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指

の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮

し
た
も
の

九

一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指

を
失
つ
た
も
の

一
〇

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機

能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

一
一

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機

能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
一
一
級

二
二
三

一

両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又

は
運
動
障
害
を
残
す
も
の



二

両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を

残
す
も
の

三

一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も

の
四

十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も

て
つ

の
五

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離

で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度

に
な
つ
た
も
の

六

一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七

脊
柱
に
変
形
を
残
す
も
の

せ
き

八

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た

も
の

九

一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足

指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
〇

胸
腹
部
臓
器
に
障
害
を
残
す
も
の

第
一
二
級

一
五
六

一

一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又

は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二

一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残

す
も
の

三

七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も

て
つ

の
四

一
耳
の
耳
殼
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五

鎖
骨
、
胸
骨
、
ろ
く
骨
、
け
ん
こ
う
骨
又

は
骨
盤
骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の



六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能

に
障
害
を
残
す
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能

に
障
害
を
残
す
も
の

八

長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九

一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

一
〇

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を

廃
し
た
も
の

一
一

一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
、

第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
つ
た
も

の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
を
失

つ
た
も
の

一
二

一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足

指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
三

局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

一
四

男
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も

ぼ
う

の
一
五

女
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

第
一
三
級

一
〇
一

一

一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も

の
二

正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三

一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変

さ
く

状
を
残
す
も
の

四

両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、

又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五

五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も

て
つ

の



六

一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も

の
八

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮

し
た
も
の

九

一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の

足
指
を
失
つ
た
も
の

一
〇

一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も

の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を

廃
し
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の

足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

第
一
四
級

五
六

一

一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、

又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二

三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も

て
つ

の
三

一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離

で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度

に
な
つ
た
も
の

四

上
肢
の
露
出
面
に
手
の
平
の
大
き
さ
の
醜

い
あ
と
を
残
す
も
の

五

下
肢
の
露
出
面
に
手
の
平
の
大
き
さ
の
醜

い
あ
と
を
残
す
も
の

六

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部

を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
節
間

関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た

も
の



八

一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の

足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

九

局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の

一
〇

男
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

別
表
第
四

介
護
補
償
表
（
第
六
条
の
二
関
係
）

介
護
を
要

障

害

す
る
状
態

常
時
介
護

一

別
表
第
二
第
一
級
の
項
第
三
号
又
は
別
表
第
三
第
一

を
要
す
る

級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害

状
態

二

別
表
第
二
第
一
級
の
項
第
四
号
又
は
別
表
第
三
第
一

級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
二
第
一
級

の
項
又
は
別
表
第
三
第
一
級
の
項
に
該
当
す
る
障
害
で

あ
つ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
の
介
護
を

要
す
る
も
の

随
時
介
護

一

別
表
第
二
第
二
級
の
項
第
二
号
又
は
別
表
第
三
第
二

を
要
す
る

級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害

状
態

二

別
表
第
二
第
二
級
の
項
第
三
号
又
は
別
表
第
三
第
二

級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害

三

別
表
第
二
第
一
級
の
項
又
は
別
表
第
三
第
一
級
の
項

に
該
当
す
る
障
害
で
あ
つ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

と
同
程
度
の
介
護
を
要
す
る
も
の
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